
（様式２）

所管課名 医療政策課 整理番号 １

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】
第23条の２
　都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第
二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の
規定に基づく厚生労働省令又は都道府県の条例で定める基準に照らして著しく不十分で
あり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める
場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は
期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

　－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

病院等の人員増員命令、業務停止命令

医療法第23条の２

病院等の人員増員命令、業務停止命令


